
 

 

平成 31年４月２３日 

 

お客様 各位 

筑後信用金庫 

 

いつも筑後信用金庫をご利用いただき、ありがとうございます。 

新元号「令和」への改元にあたっての留意事項をご案内します。 

一部やむをえずお客様にお手数をおかけする場合がございますので、何卒ご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

１．「平成」が記載されている帳票・書式類について 

令和となります 5月以降も「平成」表記の帳票・書式類はそのままご使用いただけます。 

そのままご使用いただく際には、平成「３１」年と表示してください。 

「平成」表記を「令和」に訂正する場合は、「平成」に二重線を引き、その上部に「令和」とご

記入ください。旧元号「平成」を訂正する場合の訂正印は、原則不要です。 

 

（例）２０１９年 5月 7日の日付を記入する場合 

①平成 31年 5月 7日 

  令和 

②平成 1年 5月 7日 

令和 

③平成 元年 5月 7日 

 

一部の帳票・書式類には「    年  月  日」のように和暦表示がないものがありますが、

その場合は、「令和 1年  月  日」、「令和元年  月   日」、または「2019年  月  日」

のように和暦・西暦どちらもご使用いただけます。 

 

官公署発行の証明書等（例：印鑑証明書、納税証明書、各種納付書等）に旧元号「平成」が

残る場合も、有効な証明書として受付いたします。 

 

２．手形・小切手について 

2019年 5月以降も、振出日・支払日を問わず、「平成」表記の手形・小切手類はそのまま使

用いただけます。ご使用の際には、お手数をおかけいたしますが、「平成」に二重線を引き、

新元号のご記入をお願いします。なお、「平成」を訂正いただく場合の訂正印は不要です。 

記載例は、上記１を参照ください。 

 

新元号「令和」記載の手形・小切手帳の作成には相応の時間を要するため、2019年 5月以

降も、当面の間は、「平成」表記の手形・小切手帳を発行します。大変申し訳ございませんが、

ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

以 上 

改元にかかるご案内 


